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市町村国保の世帯数及び被保険者数の推移
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○ 被保険者数は毎年減少し令和4年度には

2,413万人となっている（この12年間で

1,100万人強の減少）。

○ 世帯数も年々減少しており、令和４年度には

1,636万世帯となっている。
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国民健康保険制度の足下の状況①

①被保険者数

･･･被保険者数は直近10年間で1,000万人減少している（平成24年度:3,466万人⇒令和4年度:2,413万人）。

②年齢構成･･･高齢化が進行。ただし団塊世代の後期移行により、令和4年度に65～74歳割合は低下

（R3:45.5％⇒R4:44.8％）平均年齢も令和4年度に低下（R3:54.4歳⇒R4:54.2歳）

③属性構成･･･最大割合の無職は45.3％、被用者は32.0％（適用拡大で被用者割合は低下見込み）。

④所得･･･平均月額所得は８万円（協会けんぽは14.5万円）

１．被保険者の状況 ⇒被保険者数は大きく減少、高齢化は進行、低所得

２．保険者の状況 ⇒厳しい財政状況、小規模保険者の増加
①単年度収支（R4）･･･都道府県：▲1,067億円（黒字14、赤字33）

市町村：▲125億円（黒字778、赤字938）

国保組合：63億円（黒字76、赤字84）

②小規模保険者

・小規模保険者数は増加傾向。全保険者数の3分の1が被保険者数3千人未満。

・市町村国保の職員数はほぼ横ばいだが、専任職員は減少傾向（H26：13.6千人→R4：12.9千人）

③法定外繰入の状況（R5）･･･1,220億円（対平成29年度▲532億円）で着実に削減。

赤字自治体は概ね減少傾向

R4決算では増加

（R3：638市町村・▲349億円）。

※資料：厚生労働省保険局（国民健康保険実態調査報告、国民健康保険事業年報）
２



国民健康保険制度の足下の状況②

◯財源構成

・R７予算ベースでは公費：保険料：前期交付金の割合は44％：22％：34％。

・推移としては、平成30年度の国保改革以後はほぼ変化なし。改革以前（公費（41%）、保険料
（28%)、前期（30%））と比較すると、保険料負担以外の割合が増加。

４．財源 ⇒保険料の割合の減少、公費・前期交付金の割合の増加

５．医療費の状況 ⇒医療費総額は減少するも、1人当たり医療費は増加
①医療費総額

・被保険者数の減少の影響により減少（令和元年度：10.9兆円⇒令和4年度：10.1兆円）

②1人当たり医療費
・増加（平成30年度：35.3万円⇒令和4年度：38.6万円）

※特に市町村国保の地域差大（【最大】佐賀県:50.3万円【最小】茨城県:35.1万円）

３．保険料の状況⇒保険料は増加するが水準統一により平準化、収納率は上昇し堅調
①1人当たり保険料調定額･･･上昇傾向（市町村：99,378円（R4）、国保組合：216,184円（R4））

※県内の市町村で地域差はあるが、保険料水準統一の過程で平準化される。

※都道府県間の1人当たり調定額の差は1.50倍（最大：東京都110,997円、最小：福島県71,502円）

②保険料負担率･･･市町村国保 9.5%（協会けんぽは7.2%）

③収納率･･･上昇傾向で推移（R4：94.14％）

※資料：厚生労働省保険局（国民健康保険実態調査報告、国民健康保険事業年報）
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都道府県国保運営方針について

○ 都道府県国保運営方針は、都道府県と各市町村が一体となり、役割分担をしつつ、保険者としての事務を
共通認識の下で実施する体制を確保するために策定。

○ 策定に当たり、都道府県と各市町村が保険者として目指す方向性について認識を共有しておくことが必要。

○ 被保険者、医療関係者、学識経験者、被用者保険代表等の地域の関係者の意見もよく聴いた上で、地域の
実情に応じた方針を策定することが必要。

○ 策定後も運営状況等も踏まえ、定期的に検証・見直しを行い、必要に応じ改善していくことが重要。

○ 都道府県は、県内の国民健康保険制度の「望ましい均てん化」を図るため、一層主導的な役割を果たすこと
が重要。

都道府県国保運営方針の主な記載事項

（１） 国保の医療費、財政の見通し（医療費の動向と将来の見通し、赤字解消・削減の取組、財政安定化基金の運

用等）

（２） 市町村の保険料の標準的な算定方法及びその水準の平準化に関する事項（保険料水準の統一に向けた検

討等）

（３） 保険料の徴収の適正な実施に関する事項

（４） 保険給付の適正な実施に関する事項（レセプト点検、第三者求償、高額療養費多数該当の取扱い等）

（５） 医療費適正化に関する事項（医療費適正化に向けた取組、保健事業の取組、医療費適正化計画との関係）

（６） 市町村が担う事務の効率化、広域化の推進に関する事項（保険者事務、収納対策、保健事業等の共同実施）

（７） 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携に関する事項

（８） 施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整等

※下線部は国保法改正により、令和６年４月から新たに必須記載事項として追加 10



保険料水準統一加速化に向けた支援パッケージ

各都道府県における保険料水準の統一について、さらなる加速化に向けて取り組んでいただくため、以
下の支援策を総合的に実施。

①完全統一の目標年限を、遅くとも令和17年度とすること
※全国において、次期国保運営方針期間（令和12～17年度）の中間年度（令和 15年度）までの移行を目指しつつ、令和17年度

（令和18年度保険料算定）までの移行を目標とする。
②保険料水準の完全統一を達成した保険者に対して、特別調整交付金による財政支援を複数年にわたり行うこと
③保険者努力支援制度における保険料水準統一に係る配点を拡大等すること

保険料水準の統一加速化に向けた具体的な方針

(１)保険料水準統一加速化プランの改定
・保険料水準の完全統一目標年度の追加 等

(２)保険料水準統一加速化プロジェクトチームの設置
・厚生労働省保険局の国保保険料水準統一推進室の室員によるヒアリング実施、個々の課題に応じた対応

策に関する助言（都道府県アドバイザーチームの助言を含む。）、有用な参考事例の紹介 等

(３)特別調整交付金による保険料水準の完全統一を達成した都道府県への財政支援
・完全統一を達成した都道府県に対し、統一達成年度から３か年にわたり被保険者数に応じ交付

(４)保険者努力支援制度における保険料水準統一関係の指標に係る配点の拡大・メリハリの強化
・完全統一の目標年度の設定状況や完全統一に向けた取組の合意状況等に応じ、重点的に評価

○取組支援関係

○財政支援関係

令和６年６月２６日公表

11
※スライドは、厚生労働省の作成



保険料水準統一加速化プラン（第２版）（概要）

①保険料変動の抑制：特に小規模な保険者で、高額な医療費の発生等による年度間の保険料の変動を抑制可能。

②被保険者間の公平性確保：保険運営の都道府県単位化を踏まえ、都道府県内のどの市町村でも、同じ保険給付を同じ保険料負担で受

けられることで被保険者の公平性が確保可能。（保険運営の都道府県単位化は平成30年度国保改革で実現済）

保険料水準の統一の意義・定義

保険料水準の統一のスケジュール

完全統一納付金ベースの統一

二次医療圏ごとの統一

・都道府県・市町村間の
共通認識醸成

・目標年度の設定

・αの引下げ
・激変緩和措置や医療費適正化

の更なる取組

・市町村個別の歳出・歳入
項目の取扱いの整理

・標準的な収納率による調整
・保険料算定基準の統一
・激変緩和措置

納付金ベースの統一：各市町村の納付金に各市町

村の医療費水準を反映させない

完全統一：同じ所得水準、同じ世帯構成であれば

同じ保険料とする

今 期 国 保 運 営 方 針 策 定 期 間
（Ｒ６年度～Ｒ1 1年度）

統一の定義

Ｒ６年度～ Ｒ1 2年度

・運営方針の中間見直し年の前年（Ｒ８年）の意思決定を目指し、取組を加速化
・特別調整交付金や保険者努力支援制度でインセンティブ強化（Ｒ６年度～）

統一の意義

次 期 国 保 運 営 方 針 策 定 期 間
（Ｒ1 2年度～Ｒ1 7年度）

～Ｒ1 8年度
※Ｒ 1 5年度を

目指す

統一の目標年度
納付金ベースの統一：令和12年度保険料算定までの達成を目標とす
る。今期国保運営方針の中間見直し年度の前年（令和８年）に向け
た取組の加速化を進める。

完全統一：全国において、次期国保運営方針期間（令和12～17年度）
の中間年度（令和 15年度）までの移行を目指しつつ、遅くとも令和
17年度（令和18年度保険料算定）までの移行を目標とする。

※完全統一についても、今期国保運営方針の中間見直し年度の前年（令和８年）
に目標年度の意志決定ができるよう取組を進める。

12
※スライドは、厚生労働省の作成



全世代型社会保障改革

「将来世
代」の
安心を
保障す
る

社会保障
のDXに
積極的に
取り組む

個人の幸福
とともに、
社会全体
を幸福に
する

能力に応
じて、
全世代
が支え
合う

制度を支える
人材やサービ
ス提供体制を
重視する

目指すべき社会の将来方向 「少子化・人口減少」の流れを変える
これからも続く「超高齢社会」に備える
「地域の支え合い」を強める５つの基本理念

全世代型社会保障の構
築に向けての取組

時間軸の視点 地域軸の視点

〇「人生100年時代構想会議」が中間報告をとりまとめ（平成29年12月）
・人づくり革命（幼児教育の無償化、待機児童の解消、介護人材の処遇改善など）
・全世代型社会保障改革（高齢者向け給付中心の制度を子供・若者から高齢者
まで誰もが安心できる制度へ）

〇「全世代型社会保障改革構築会議」が報告書をとりまとめ
（令和４年１２月）

～持続可能な社会保障制度（医療・介護制度など）の構築が目標～

13



2028年度までに検討する取組2024年度に実施する取組
（勤労者皆保険の実現に向けた取組）
•短時間労働者への被用者保険の適用に関する企業規模要件の撤廃等
• フリーランス等の社会保険の適用の在り方の整理 ・年収の壁に対する取組 等

（労働市場や雇用の在り方の見直し）
• 「同一労働同一賃金ガイドライン」等の必要な
見直しの検討

• 「多様な正社員」の拡充に向けた取組 等

働き方に中立
的な社会保障
制度等の構築

（生産性の向上、効率的なサービス提供、質の向上）
•医療DXによる効率化・質の向上 ・生成AI等を用いた医療データの利活用の促進
•医療機関、介護施設等の経営情報の更なる見える化
•医療提供体制改革の推進（地域医療構想、かかりつけ医機能が発揮される制度整備）
•介護の生産性・質の向上
•イノベーションの推進、安定供給の確保と薬剤保険給付の在り方の見直し
•国保の普通調整交付金の医療費勘案等 ・国保の都道府県保険料率水準統一の更なる推進
•介護保険制度改革（ケアマネジメントに関する給付の在り方、軽度者への生活援助サービス等に関する
給付の在り方）

•サービス付き高齢者向け住宅等における介護サービス提供の適正化
•福祉用具貸与のサービスの向上 ・生活保護の医療扶助の適正化等
•障害福祉サービスの地域差の是正
（能力に応じた全世代の支え合い）
•介護保険制度改革（利用者負担（２割負担）の範囲、多床室の室料負担）
•医療・介護保険における金融所得の勘案や金融資産等の取扱い
•医療・介護の3割負担（「現役並み所得」）の適切な判断基準設定等
•障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現
（高齢者の活躍促進や健康寿命の延伸等）
•高齢者の活躍促進 ・疾病予防等の取組の推進や健康づくり等
•経済情勢に対応した患者負担等の見直し（高額療養費自己負担限度額の見直し/入院時の食費の
基準の見直し） 等

•前期財政調整における報酬調整の導入
•後期高齢者負担率の見直し
※上記２項目は法改正実施済み

•介護保険制度改革
（第１号保険料負担の在り方）
•介護の生産性・質の向上
（ロボット・ICT活用、経営の協働化・大規模化
、人員配置基準の柔軟化等）

•イノベーションの適切な評価などの更なる薬価上
の措置を推進するための長期収載品の保険給
付の在り方の見直し

•診療報酬改定、介護報酬改定、障害福祉サー
ビス等報酬改定の実施

•入院時の食費の基準の見直し等
•生活保護制度の医療扶助の適正化

医療・介護制
度等の改革

•孤独・孤立対策の推進
•身寄りのない高齢者等への支援 等

•重層的支援体制整備事業の更なる促進
•社会保障教育の一層の推進
•住まい支援強化に向けた制度改正 等

「地域共生社
会」の実現

主な改革項目と工程

全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）

能力に応じて全世代が支えあう「全世代型社会保障」の構築に向け、将来世代も含めた全世代の安心を保障し、社会保障制度の持続
可能性を高めるため、「時間軸」に沿って、今後取り組むべき課題をより具体化・深化させた「改革工程」を取りまとめ。
３つの「時間軸」で実施（①来年度（2024年度）に実施する取組、②加速化プランの実施が完了する2028 年度までに実施につい
て検討する取組、③2040年頃を見据えた、中長期的な課題に対して必要となる取組）
上記②の取組は、2028 年度までの各年度の予算編成過程において、実施すべき施策を検討・決定

※ 2040年頃を見据えた中長期的取組については、省略。

14※スライドは厚生労働省の作成

令和５年１２月２２日閣議決定



被用者保険の適用拡大

改正のねらい

15

○ 年金額の増加など、働くことで手厚い保障が受けられる方を増やします。

○ 厚生年金や健康保険（被用者保険）の加入条件をよりわかりやすくシンプルにし、働く方が自分のライフスタイルに合わせて働き方を選びやすくします。

○ 人口が減少する中で、事業所の人材確保に資する取組を進めます。

〔短時間労働者（パート労働者など）の厚生年金等の適用要件を改正〕

撤廃

段階的に撤
廃

賃金要件

企業規模の要件

最低賃金が1,016円以上の地域では、週20時間働くと賃金要件（年額換

算で約106万円）を満たすことから、全国の最低賃金が1,016円以上となる

ことを見極めて撤廃 ＜公布から３年以内の政令で定める日から施行＞

※ 最低賃金の減額特例の対象者は、申出により任意加入を可能に。

より円滑な施行ができるよう、段階的に撤廃

実施時期企業規模（常勤の従業員数で判断）

2016年10月500人超

2022年10月100人超

2024年10月50人超

2027年10月35人超

2029年10月20人超

2032年10月10人超

2035年10月10人以下

① 賃金が月額8.8万円（年収106万円相当）以上

② 週所定労働時間が20時間以上（雇用契約で判断）

③ 学生は適用対象外

④ 51人以上の企業が適用対象

〔個人事業所の適用業種を拡大（フルタイムも含めた適用拡大）〕

〔支援策〕

事業主への支援

被保険者への支援（就業調整を減らすための保険料調整）

13.4万
(161万)

12.6万
(151万)

11.8万
(142万)

11万
(132万)

10.4万
(125万)

9.8万
(118万)

8.8万
(106万)

標準報酬月額
(年額換算)

50％
50％
→48％

50％
→45％

50％
→41％

50％
→36％

50％→30％
50％
→25％

労働者の
負担割合

০
৚
੝
ਫ

約107万人

（実績値）

約10万人

約15万人

約20万人

約25万人

被用者保険の適用に当たり、労働時間の延長や賃上げを通じて労働者の収

入を増加させる事業主をキャリアアップ助成金により支援する措置を検討

（令和７年度中に実施、１人当たり最大75万円助成）

適用拡大の対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者に対し、

社会保険料による手取り減少の緩和で、就業調整を減らし、被用者保険

の持続可能性の向上につなげる観点から、３年間、保険料負担を国の

定める割合（下表）に軽減できる特例的・時限的な経過措置を設ける。

（事業主が労使折半を超えて一旦負担した保険料相当額を制度的に支援）

※ これらの措置は、適用拡大の対象となる前の事業所が、

任意に短時間労働者への適用を行う場合にも活用可能とする。

※３年目は軽減割合を半減

常時５人以上の者を使用する事業所

法律で定める17業種 適用（現行どおり）

上記以外の業種（※） 非適用 ⇒ 適用

※農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業 等

５人未満の事業所 非適用（現行どおり）

＜2029年10月施行＞
ただし、経過措置として、
施行時に存在する事業所
は当面期限を定めず適用
除外。

※社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律（令和7年6月）の中で改正

※スライドは、厚生労働省作成のものに加筆
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17

〇社会保障審議会医療保険部会（令和7年1月23日）提出資料



〇令和7年度政府予算案に盛り込まれた高額療養費制度の見直し案に対して、治療
継続が困難になる等のがん患者団体等の懸念が高まり、国会でも反対の声が大き
くなったことから、政府・与党は二度にわたる予算案の修正を経て、令和7年度にお
ける見直しを撤回し、本年秋までに検討を行い、方針を決定することとした。

〇これを受けて、厚生労働省は具体的な検討の進め方として、社会保障審議会医療
保険部会の下に、患者等の当事者も入った専門委員会を開催することとした。

※社会保障審議会医療保険部会提出資料（令和7年5月1日）
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マイナ保険証の登録状況等

(1) マイナンバーカードの交付・保有枚数等（令和７年７月末時点）

※１ 国外利用分含む 出典）総務省ホームページ
※２ 令和７年１月１日時点の住基人口（124,330,690人）に対する割合（国外利用分除く）

有効登録率有効登録数

86.3％84,836,417全 国

(2) マイナ保険証としての利用登録（令和７年６月末時点）

※有効登録率：有効登録数／マイナンバーカード保有枚数 出典）デジタル庁ホームページ
※都道府県別の登録件数は非公表

(3) 都道府県別の医療機関・薬局でのマイナ保険証の利用率（令和７年３月）

※利用率＝マイナ保険証利用件数÷オンライン資格確認利用件数
（括弧内の値は令和７年２月の値からの変化量（％ポイント））

利用率

34.53％（＋1.08％）【全国４位】新潟県

27.26％（＋0.64％）全 国

人口に対する保有枚数率（※２）保有枚数（※１）人口（R7.1.1時点）

81.3％ 【16位】1,716,0532,110,754新潟県

79.2％98,415,927124,330,690全 国
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